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１ ごあいさつ 

 

日頃より、道南いさりび鉄道をご利用いただき誠にありがとうございます。 

地域の皆様をはじめ関係の皆様には、弊社の事業運営に対し、格別のご理解と

ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

弊社は、「鉄道輸送の安全性を最優先とする」という基本理念のもと、全社員が、

お客様・地域住民・社員の命を守るという安全に対する使命を共有し、日々安全

輸送確保に努め取り組んでおります。 

 

２０２２年度においても、輸送安全確保のために策定した安全推進計画に基づ

き、日常的な運行業務や施設設備の維持管理、修繕、更新に取り組むとともに、

各種訓練の実施等により、安全性の向上に取り組んできました。しかしながら、

令和５年１月に架線設備の管理に適切を欠き破損、その影響によりＪＲ貨物列車

のパンタグラフを多数損傷させた鉄道物損事故を発生させてしまいました。今後

は、設備管理の徹底を図り、再発防止に努めていきます。 

そうした中におきましても引き続き安全推進委員会において、安全に関する施

策、危険事象などの審議や対策の決議等を行うとともに、安全衛生委員会で長時

間労働、労働災害などの審議や各現場、各職場の安全パトロールを行い職場環境

の整備を行ってきました。 

また、安全統括管理者を中心として異常時対応力向上を目的とした車両火災を

想定した訓練を実施し、お客様の避難誘導や本社、現地、指令間での情報共有及

び警察、消防との連携強化に向け取り組んできました。さらには、降雨、冬期な

どの自然災害に対して、計画運休の実施、その後の安全確認を確実に行い、安全

安定輸送の確保に努めました。 

 

  運輸安全マネジメントガイドラインに基づき安全推進計画の策定、トレース、

内部監査、マネジメントレビューを実施し、安全管理のＰＤＣＡに取り組んでま

いりました。 

  

今後におきましても安全対策を徹底し、お客様に安全と安心をお届けするのは

もとより、便利で快適な鉄道輸送を目指して参りますので、より一層のご支援と

ご協力をお願い申し上げます。 

  この安全報告書は、鉄道事業法第 19 条の 4 項に基づき、鉄道輸送の安全確保の

ための取り組みや実態を取りまとめたものでありますので、どうか皆様の忌憚の

ないご意見やご感想をお聴かせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  ２０２３年７月 

道南いさりび鉄道株式会社     

代表取締役社長 川越 英雄  
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２ 安全の基本理念 

 

道南いさりび鉄道では、【 安全の基本理念 】として 

 

「鉄道輸送の安全性を最優先とする」 

 

を掲げ、全ての社員が守るべき安全方針を定めています。私たちは、この安全方

針の実践と浸透に努め、全社一丸となって取り組みます。 

 

 

【 安全方針 】 

（安全管理規程に定める「輸送の安全を確保するための基本的な方針」） 
 

① 安全は、輸送業務の最大の使命である。 

② 安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練 

 によって築きあげられる。 

③ 確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。 

④ 安全の確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。 

⑤ 疑わしいときは、手落ちなく考えて、最も安全と認められるみちを 

 採らなければならない。 
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３ 安全管理体制の構築 

                                   

当社では、社長をトップとする安全管理体制を構築・運用しています。 

【安全管理体制】 

 

【安全推進委員会の設置】 

安全推進委員会では、自社及び他社を含めた鉄道運転事故、インシデント、輸

送障害、事象等に対する調査審議を行い安全構築の推進を図っています。 

  

【各安全管理者等の役割】 
 

役  職 役  割 

社 長 輸送の安全を確保するため業務全般を総理します。 

安全統括管理者  

（運輸部長） 

輸送の安全の確保に関する業務を統括管理します。 

毎年度策定する安全推進計画の着実な推進及びその実施

状況の確認を行います。 

安 全 企 画 室 長 
輸送の安全を確保するための計画の策定等、安全性向上

に寄与する取り組みの推進を行います。 

運 転 管 理 者

（運輸課担当課長） 
安全統括管理者の下、運転に関する事項を統括します。 

乗務員指導管理者  

（乗務所長） 

運転管理者の下、乗務員の資質保持に関する事項を管理

します。 

社　　長 安全統括管理者

経営企画部長 総務課長

工務センター所長

運輸課長

駅輸送・共用走行担当課長

財務課長

企画営業課長

安全企画室長

乗務員指導管理者運転管理者運輸部長

施設課長

電気課長

指令センター長

駅長
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４ 鉄道運転事故等の発生状況 

 

  鉄道事故等報告規則（昭和62年2月20日運輸省令第8号）に基づき、2022年

度、国土交通省北海道運輸局に報告した鉄道運転事故等の発生状況は、以下の

とおりです。 

 

（１）鉄道運転事故  

    鉄道物損事故 1 件発生しました。 

  

＜鉄道物損事故 概要＞ 

 2023 年 1 月 8 日 21 時 30 分頃、久根別駅に停車した貨物列車が釜谷駅構内

走行中にパンタグラフよりアークが発生したため確認したところ、パンタグラ

フが損傷しているのを発見し前途運休、社員を現地に向かわせ調査した結果、

釜谷駅構内の加圧ビームがガイシ接合部の破損により傾き、加圧ビームの一部

とパンタグラフが接触し損傷していたことが判明、ガイシを取り替え翌日 4 時

16 分に運転再開となりました。ガイシ接合部が経年の錆により破断したこと

が原因でした。この影響によりパンタグラフが損傷した機関車が 10 両、貨物

列車 1 本に部分運休、2 本に最大 351 分の遅延が発生しました。 

 再発防止策として、同種加圧ビームの一斉点検を実施し、異常のないことを

確認するとともに、ガイシ接合ピンの管理を強化し、迅速に対処することとし

ました。 

鉄道運転事故 
列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、

鉄道人身障害事故、鉄道物損事故 

   

（２）インシデント  

   発生はありませんでした。 

 

（３）輸送障害  

   20 件発生しました。 

    部内原因によるものは 7 件発生しました。き電トリップなど施設障害

（電気）が 5 件、レール継目板折損による施設障害１件、車両の除湿装

置からのエアー漏れに関するものが 1 件でした。 

    鉄道外原因によるものは 9 件発生しました。自殺が２件、鳥獣が 4

件、J アラート 1 件、停電 1 件、枕木からの発火１件でした。 

自然災害によるものは 4 件発生しました。雨によるものは 2 件、雪によ 
 るものは 2 件でした。 
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＜部内原因による主なもの＞ 

2022 年 12 月 26 日 「施設障害（土木）」 （七重浜駅構内）  

徒歩巡視を行っていた施設課社員が 10 時 38 分頃、七重浜構内において

レールの継目板が折損しているのを発見したため、指令に報告、指令が列車

の抑止手配を行い、施設課社員と機材を準備し現地に搬送後、応急処置を行

い 11 時 24 分に 45km/h 以下の速度規制により運転を再開しました。その影

響により 5 本の列車に最大 44 分の遅れが発生しました。 

輸送障害の分類 

輸送障害 

鉄道における輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のもの

で、列車の運転を休止したもの又は旅客列車については30分以上、それ以

外の列車については１時間以上の遅延を生じたものです。 

部内原因 車両の設備等の故障、社員の取扱い誤りが原因のものです。 

鉄道外原因 線路内支障（飛来物など）、線路内立入り、動物などが原因のものです。 

自然災害 降雨、強風、地震、雪害などが原因のものです。 

 

 

５．行政指導等 

 

  2022 年度に行政指導等はありませんでした。 

 

 

６．安全確保の取り組み 

  列車の安全運行体制とお客様の安全確保を図るため、2022年度には以下の取

り組みを進めてきました。 

 

（１）教育訓練等           

   ① 運転士の教育、訓練 

    ・指導訓練 

年度計画に基づき、安全性の維持向上を目的とした基本、異常時の 

各取扱いについて、全運転士を対象に毎月実施し、加えて現車訓練を 
年２回実施しました。 

 

 

・避難誘導訓練 

 異常時における取扱い及び安全意識の向上を図るため、列車火災発   

生時の避難誘導訓練を実施しました。 
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・添乗指導 

年度計画に基づき、全運転士を対象に基本作業・基本動作の定着、

深度化を図るため、添乗指導を実施しました。（年３回以上／人） 

 

・シミュレーター訓練 

      年度計画に基づき、ＪＲ北海道函館運輸所において、運転シミュレ

ーターによる異常時取扱い訓練を実施しました。（年２回／人） 

              

 

 

 

 

 

シミュレーター訓練 

   

  ② 輸送指令員の教育、訓練 

・指導訓練 

 輸送（指導・計画）年間計画に基づき全指令員を対象に異常時対応方

や過去に発生した事例検討等を教育内容に組み込んだ指導訓練を実施

しました。 

 

・合同訓練 

ＪＲ北海道新幹線運行管理センターとＰＲＣ訓練機を活用し共用区 

間に対しての異常時等を想定した手配訓練を実施しました。 

 

・指令員による列車巡回 

   列車運行の安全を確保するために、線路脇支障木の状況や空転が発 

生する滑りやすい箇所の確認等を行いました。 

 

PRC 訓練機での手配訓練         手配打合せの様子 
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③ 施設系統社員の教育、訓練 

・施設社員（施設を保守管理する社員（協力会社含む）） 

毎年の法定講習の受講のほか、年度計画に基づき、毎月実施してい

る「安全の日」において机上・実技で保守管理についての教育・訓練

を実施しました。他社における事故・事象等について当社に置き換え

ての事故防止指導を実施しました。 

 
・電気社員 

年間計画に基づき、毎月実施している安全会議で、インシデント教

育、三大労働災害（触車・感電・墜落）防止と 1 月に発生した鉄道物

損事故の再発防止対策、電気管理システムの管理の徹底について教育

及び訓練を実施しました。 
   

④ 車両検修社員の教育、訓練 

年度計画に基づき、毎月実施している撲滅故障ＺＥＲＯ教育で過去の   

重要な車両故障事例、原因や背後要因を学ぶとともに、他社で発生した労

働災害事例等も活用し、知識・技能の向上と労働災害防止を図りました。 

 さらに日々の車両検査・修繕作業については、項目毎に記載されている    

ダブルチェックシートを活用し、２名チェック体制により、一つ一つ確実

に確認することで、ヒューマンエラー防止を図りつつ、予防保全に努めま

した。 

      ダブルチェックシート             撲滅故障 ZERO 教育   
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⑤冬期除雪社員の教育、訓練 

・入冬期前研修 

過去の冬期型事故事例を参考に、本社社員及び冬期パートナー社員

に安全の手順と触車事故防止及び労働災害事故防止に対する教育を実

施しました。また、フランジウェイ部などの要注意除雪箇所を指導し、

列車脱線事故防止に努めました。 

・折返し研修 

冬期間前半に他会社で発生した「待避誤り」等の事象を検証し、基

本動作・基本作業の重要性について再指導しました。 

また、構内巡回を行い、冬期パートナー社員の作業実態の把握と指

導を行いました。 

 

（２）その他各種会議      

・ 安全ミーティング 

特に緊急性の高い事案やＰＤＣＡを推進する目的で安全統括管理者を

中心に適宜関係者を招集し、問題点の洗い出しと対策について議論しま

した。 

【主な事案】鉄道物損事故や前年冬期輸送のトレースに伴う今年度の輸送実施 

  計画の策定 

（３）避難誘導訓練の実施  

事故発生時に、それぞれの部署で自らがマニュアルや手順書に基づき 

 行動することが出来ることと、現地と本社間の連携強化を目的に、トン 

 ネル内の列車火災を想定した避難誘導訓練を行いました。 

     運転士と消防との打合せの様子         現地対策本部で消防と打合せの様子 

 

 

（４）鉄道運行の安全の取り組み 

線路・電路及び鉄道設備の安全確保のため、軌道強化、老朽取替等の設 

  備投資、検査結果等を適正に反映した修繕を実施し、品質向上に努めると 

  ともに、各種システム等を活用した技術継承を行っております。 
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 【各種検査】 

① 高速軌道検測車（ＪＲ北海道から借用）による軌道変位検査（年 4 回） 
 ② 高速電気検測車（ＪＲ北海道への委託）による電気設備の測定・検査 

   ③ 超音波レール探傷車（ＪＲ北海道への委託）によるレール細密検査 
   ④ マルチプルタイタンパー（ＭＴＴ）による軌道整正 

 

【保守管理システム】 

  ① 保線管理システム（ＴＲＡＭＳ）の活用 

 ② 電気設備管理システム（ＤＥＥＣＳ）の活用 

③ 車両保守管理システムの活用 

 

（５）交通事故防止啓発活動    

① 沿線小学校への事故防止啓発 

全国交通安全運動実施期間に合わせて、4 月に沿線小学校（７校）の

新入学児童に対して、交通事故防止啓発用クリアファイルを配布する

等、事故防止の呼びかけを行いました。                               

  ② 踏切事故防止啓発活動   

  5 月に地元ラジオ放送から「踏切前一旦停止」のお願いなど安全な踏

切横断について呼びかけを行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

交通事故防止啓発用クリアファイル 
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７．その他 

 

（１）新型コロナウイルス感染症対策 

       2022 年度においても引き続き新型コロナウイルス感染症に対する各種対

策等を協議し、取り組みを進めました。 
       
（２）関係者との協議  

北海道警察函館方面本部と当社線における「事件・事故の抑止及び対応に関

する協定」により、平常時から緊密な協力体制を構築するとともに、お客様の

安全の確保と円滑な列車運行を目指してきました。 
消防機関とＪＲ北海道と道南いさりび鉄道の３者協定による「鉄道災害によ

る安全対策に関する協定」により、鉄道災害における安全対策の向上に向けて

避難誘導訓練等をとおして連携を強化し、より迅速かつ効果的な消防活動を

実施することで、鉄道利用者の安全確保に努めました。 
「北海道交通安全運動推進会議」、「函館市交通安全対策会議」、及び「北海 

道運輸局踏切事故防止キャンペーン実行委員会」の委員として、行政機関と連

携しながら安全対策を推進しました。 
第４種踏切（警報器・しゃ断機のない踏切）については、非常に危険であ 

り、全国でも事故が発生していることから、非常に使用頻度の低い踏切につい 
て、行政機関と協議しながら踏切廃止等の取り組みを進めています。 
 

（３）お客様のご意見等  

社員が定期列車や団体列車に乗車し、お客様への観光案内や、現状サービ   
スに対するご意見を伺うとともにホームページの「お問い合わせ」フォームに

よりご意見を収集し安全性の向上に努めております。 
 

（４）保健衛生対策等 

社員の健康管理として定期健康診断の管理と人間ドックの慫慂を実施しま

した。 
毎月開催の安全衛生委員会において、産業医による生活習慣病等の予防及

び対策の指導に加え、健康相談と健康指導を行いました。 
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（５）踏切通行に関わるお願い 

  踏切通行に関する列車との障害事故の多くは、自家用車のドライバーの命 

にかかわる重大な結果を招きます。 

「踏切通行に関する主な注意事項」と「踏切でのトラブル対処法」につい 

  ては、ホームページにも掲載しておりますが、少しでも交通事故防止への啓 

  発になればと、この安全報告書にも記載しますので活用していただきますよ 

 うお願いいたします。 

 

○ 踏切通行に関する主な注意事項 
 
 
 

≪踏切の前では必ず「一旦停止」して安全確認‼≫ 

  踏切の前では必ず一旦停止して、前方の滞留状況などもよく確かめて、 

安全を確認してから通行して下さい。 

  踏切内が詰まっている時は、たとえ警報機が鳴っていなくても進入し 

ないで下さい。      

 

               

 

≪警報機が鳴り始めたら、無理な横断はしない‼≫ 

  警報機が鳴り始めたら、踏切内は進入禁止です。 

決して無理な横断はせず、踏切前で必ず止まってください。 

 

 ≪制限表示の高さを超える車は絶対進入しない‼≫ 

  踏切には高さ制限(４.５ｍ)があります。 

制限を超えると感電や架線切断等、大事故の 

危険があります。 

クレーン車・ユニック車のアームのしまい忘れ等に注意して下さい。 

 

 

 

 

踏切の前では 
必ず一旦停止 
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○ 踏切でのトラブル対処法 
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８．安全報告書に対するご感想・ご意見等について 

 

安全報告書の内容や当社の安全への取り組みに対するご感想・ご意見等に 

つきましては、電話や郵送のほか、ホームページの「お問い合わせ」フォーム 

などでお伺いしておりますので、どうぞお寄せください。 

 いただきましたご感想・ご意見等は、安全性の向上及びお客様へのサービス

向上・充実等に役立ててまいります。 

 

＜問い合わせ先＞ 

道南いさりび鉄道株式会社 

〒040-0063 函館市若松町１２番５号 

TEL 0138-83-1977  FAX 0138-83-1978 

ホームページ https://www.shr-isaribi.jp/ 

 

※ 電話によるお問い合わせは、月曜～金曜日の 9 時 00 分～17 時 00 分に 

お願いいたします。 

※ ホームページからは、画面上の「お問い合わせ」にアクセスいただき、 

ご意見等をお寄せください。 

 


